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水
道
事
業
・
下
水
道
事
業
の
業

務
の
う
ち
、
一
部
業
務
を
共
通
し

て
処
理
し
、
事
務
の
効
率
化
を
図

る
た
め
「
５
係
体
制
」
か
ら
「
４

係
体
制
」
へ
変
更
し
ま
す
。

　
課
全
体
と
し
て
行
う
業
務
内
容

や
、
受
付
窓
口
等
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問　
上
下
水
道
課
蕕
７
２
１

－

５ 

５
５
５

　
狂
犬
病
予
防
注
射
は
６
月
末
ま

で
に
受
け
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
町

内
に
は
次
の
動
物
病
院
が
あ
り
ま

す
。
診
察
時
間
・
注
射
代
金
等
は

各
病
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

・
ト
ミ
ー
動
物
病
院
（
寿
１

－
３�

７
８

－

10
）
蕕
７
２
８

－

１
１
３ 

０・
伊
奈
ペ
ッ
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
本

町
２

－

21
）
蕕
７
２
３

－

１
１
６ 

７・
し
ま
む
ら
犬
猫
鳥
ク
リ
ニ
ッ
ク

（
内
宿
台
２

－

２
２
１
）
蕕
７
７ 

８
－

７
０
２
７

・
ペ
ッ
ト
予
防
医
療
セ
ン
タ
ー
伊

奈
町
学
園
診
療
所
ス
タ
イ
ル
パ
ウ

ズ
伊
奈
本
店
（
学
園
２

－

88

－

１
）

蕕
８
８
４

－

８
４
３
４

問　
環
境
対
策
課
＊
２
２
５
２

　
最
近
、
犬
の
飼
い
方
の
マ
ナ
ー

に
関
す
る
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す
。

犬
を
散
歩
に
連
れ
て
行
く
と
き
は

ス
コ
ッ
プ
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
を

持
参
し
、
フ
ン
を
し
た
と
き
は
そ

の
ま
ま
放
置
し
た
り
埋
め
た
り
せ

ず
、
き
ち
ん
と
家
ま
で
持
ち
帰
り

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ト
イ
レ
は
お
散
歩
前
に

家
の
中
で
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
も

し
、
電
柱
や
他
人
の
家
の
壁
な
ど

に
犬
が
オ
シ
ッ
コ
を
し
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
す
ぐ
に
水
で
流
す
こ

と
が
飼
い
主
と
し
て
の
マ
ナ
ー
で

す
。

　
ま
た
、
散
歩
を
す
る
と
き
は
必

ず
リ
ー
ド
を
し
て
、
犬
が
飼
い
主

の
言
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
し
つ

け
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問　
環
境
対
策
課
＊
２
２
５
２

　
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水
域

の
水
質
汚
濁
の
防
止
と
生
活
環
境

お
よ
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る

た
め
、
次
の
方
を
対
象
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対　
既
設
の
く
み
取
り
便
槽
ま
た

は
既
存
単
独
浄
化
槽
か
ら
生
活
雑

排
水
（
台
所
、
風
呂
、
洗
濯
等
の

排
水
）
と
、
し
尿
（
ト
イ
レ
の
排

水
）
を
併
せ
て
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
（
入
れ
換
え
）
す
る
方

申
　
４
月
～
受
付

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　
環
境
対
策
課
＊
２
２
５
２

　
次
の
方
を
対
象
に
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対　
所
有
す
る
町
内
の
土
地
で
、

既
存
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
し
、

犬
の
飼
い
主
の
皆
様
へ

４
月
か
ら
上
下
水
道
課
の
組

織
が
一
部
変
わ
り
ま
す

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
ま

し
ょ
う

小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の

転
換
に
対
す
る
補
助
金

環
境
に
や
さ
し
い
生
垣
等
設

置
補
助
金

広　告

　学生のみなさんも20歳になったら必ず国民年金に加入し、
保険料を納めることが義務となっています。しかし、経済
的に保険料を納めることが難しい学生の方には、在学期間
中の保険料が後払いできる「学生納付特例制度」がありま
す。
対�　大学（院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学
校および各種学校等の学生（夜間・定時制課程や通信制
課程の方を含む）であり、本人の前年所得が128万円以
下の方
※�学生本人に扶養親族がいる場合や社会保険料等の控除が
ある場合、または学生本人が障がい者や寡婦に該当する
場合は所得の基準が変わります。
※�各種学校は、修業年限が１年以上で、学校教育法で規定
されている学校が対象です。
持�　年金手帳、学生証（両面コピーでも可）または在学期
間がわかる在学証明書（原本）
※�マイナンバーで届出を行う際は、マイナンバーカードを
提示してください。お持ちでない方は、通知カードおよ
び身元確認書類（運転免許証など）を提示してくだい。

申請期間▶︎４月～翌年３月
※過去の期間は、申請日から原則２年１か月前まで。
※�申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もあ
りますので、お早めに手続きしてください。

●学生納付特例の継続申請
　令和４年１月上旬までに令和３年度分の申請をしていて、
申請書に令和４年４月以降も在学予定と記載された方には、
４月上旬に日本年金機構からはがき形式の申請書が送付さ
れます。引き続き学生納付特例を希望される方は、このは
がきに必要事項を記入し、返送してください。
　なお、４月下旬までにはがきが届かない方や新規申請の
方は保険医療課にお越しください。
問　大宮年金事務所蕕６５２－３３９９
　　保険医療課＊２１７２

学生納付特例制度
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新
た
に
生
垣
等
の
設
置
を
行
う
方

要
件
◀

・
撤
去
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高

さ
が
、
道
路
面
か
ら
1.2
ｍ
以
上
か

つ
2.2
ｍ
以
下
で
あ
る
こ
と

・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
一
部
撤
去
す

る
場
合
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高

さ
を
道
路
面
か
ら
1.2
ｍ
未
満
に
す

る
こ
と

・
生
垣
等
は
道
路
に
面
し
て
長
さ

３
ｍ
以
上
設
置
す
る
こ
と

・
生
垣
等
は
植
栽
本
数
が
１
ｍ
当

た
り
２
本
以
上
、
樹
高
が
80
㎝
以

上
で
あ
る
こ
と

・
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
は
植
栽
し
な
い

こ
と

補
助
額
◀

・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
１
㎡
当
た

り
４
，
０
０
０
円

・
生
垣
等
設
置
１
ｍ
当
た
り
３
，

０
０
０
円

※
い
ず
れ
も
限
度
額
５
万
円

申
　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
都

市
計
画
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
生
垣
等
の
設
置
完

了
後
１
か
月
以
内
ま
た
は
令
和
５

年
１
月
31
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

ま
で
に
完
了
報
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
撤
去
お
よ
び
設
置
後
の
申
請
は

補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　
都
市
計
画
課
＊
２
４
２
２

　
自
閉
症
や
発
達
障
害
に
つ
い
て

関
心
と
理
解
を
深
め
、
障
が
い
の

あ
る
方
も
な
い
方
も
、
だ
れ
も
が

安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る

社
会
に
し
ま
し
ょ
う
。
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、
発
達
障
害
に
つ
い

て
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問　
社
会
福
祉
課
＊
２
１
２
２

４
月
２
日
は
「
世
界
自
閉
症

啓
発
デ
ー
」、
４
月
２
日
～

８
日
は
「
発
達
障
害
啓
発
週

間
」
で
す

広　告

勤務先：埼玉県北足立郡伊奈町小室5486
※未経験者OK 丁寧に指導します

株式会社AGIグラスアカデミー
048-884-8901

ハローワークにも求人掲載中

詳細はこちらから☞

国内大手のガラス機器メーカーのグループ会社

正 社 員 募 集

✉hr+aga@agi.co.jp

　町では、環境への負荷が少ないクリーンエネルギーの普及促進
と、町内経済の活性化を図るため、住宅用省エネルギー設備を設
置する方に、予算の範囲内で奨励金を交付します。
対象住宅用省エネ設備▼　
・ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電池システム
・�家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）
・グリーンカーテン
・高断熱窓
※未使用品であり、既存住宅に新たに設置する設備に限る。
対　次の要件をすべて満たしていること
・町内に住所を有する方
・�所有者の承諾を得て、既存住宅に奨励金対象設備を設置する方
（自己所有かつ自己居住の場合は承諾不要）
・申請時に町税を滞納していないこと
・�奨励金の交付を受けようとする年度の４月１日以降に、設置業
者と契約の締結をしていること

奨励金の額等▼　
・�奨励金は、伊奈町商工会が発行する伊奈町内共通お買い物券に
より交付します。
・�交付するお買物券の額は、奨励金対象設備の種類ごとにそれぞ
れ上限１万円、奨励金対象設備の種類ごとに、一の住宅につき
１回限り交付します。
・�グリーンカーテンは交付申請額の１／２を対象とします（上限
５千円）。また、一の住宅につき、３年に一度に限り交付しま
す。

申請期限▶︎令和５年３月10日まで（予算額に達した時点で終了）
受付場所▶︎環境対策課
※�受付日を明確にするため、申請書類は直接持参してください。
書類に不備があると受け付けできない場合があります。
申�・問　申請書類等詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、

環境対策課＊２２５２へ

住宅用省エネルギー設備設置費奨励金

良質な生活空間の構築
安心・安全で快適な暮らし

売買・賃貸・土地活用
暮らしのトータルサポート

一般家庭から工事現場まで
きめ細やかな清掃

今秋 介護事業スタート
半日デイサービスを開所 

〒362-0803北足立郡伊奈町大字大針 320番地
TEL 721-5921 FAX 722-9424
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